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モ
ン
ベ
リ
エ
は
十
二
世
紀
創
立
と
さ
れ
る
。
］
（
旨
匡
ｇ

ｏ
ｍ
Ｑ
Ｑ
の
⑫
●
①
国
（
の
四
扇
の
Ｑ
⑦
己
．
⑦
四
・
①
印
・
の
己
①
…
の
煙
Ｑ
ａ
め
・
く
ご
①
言
、
一

二
八
○
’
一
三
四
九
）
は
そ
の
地
に
学
び
、
マ
ー
ト
ン
コ
レ
ジ

ォ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
教
え
た
。
代
表
著
書
に
詞
○
囲
苫
閃
胃
四

三
＆
嵐
ご
儲
一
三
一
四
著
述
が
あ
る
。
英
人
初
の
医
印
刷
本
一

キ
リ
ス
ト
教
者
に
よ
る
伝
道
医
療
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
境
界
域
に
お
い
て
、
野
．
ｎ
ｏ
冒
日
９
（
五
一
二
’

五
九
七
）
、
望
．
の
昌
与
①
具
（
六
三
五
’
六
八
七
）
ら
に
よ
っ
て

早
く
行
わ
れ
、
と
く
に
後
者
の
例
は
呼
号
（
六
七
三
’
七
三
三
）

が
記
す
。

ア
ポ
ロ
の
子
ア
ス
ク
レ
ピ
ウ
ス
の
跡
は
ブ
リ
テ
ン
島
北
部
カ

ー
ボ
ウ
ー
西
部
ブ
レ
コ
ン
な
ど
に
の
こ
る
。

布
英
国
医
史
、
中
世
の
例

栗
本
宗
治

大
阪
医
科
大
学

こ
の
書
は
現
在
、
詞
Ｃ
団
エ
ョ
怪
８
．
８
乏
乏
昌
域
．
三
ン
．
冒
呂

弓
関
扇
ぎ
ｇ
①
豆
．
冒
目
目
一
九
二
九
訳
注
解
説
に
よ
っ
て
大
意

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
弓
⑦
昌
目

句
①
く
①
『
の
聾
冒
晒
巳
ロ
⑦
句
⑦
く
①
『
両
豆
昂
日
⑦
Ｒ
⑳
函
①
貝
月
四
○
四
『
昌
四
の
四

ン
ロ
Ｃ
望
①
日
四
Ｆ
①
言
可
塑
『
ぬ
○
四
①
民
己
四
勺
“
『
“
ご
ゆ
厨
口
『
○
℃
ゆ
く

留
邑
言
○
×
ン
目
冨
冨
８
．
長
年
の
蓄
積
が
記
さ
れ
た
。
奇
妙
な
病

い
、
処
置
が
目
に
つ
く
が
有
用
な
も
の
も
あ
っ
た
。
教
育
、
治

療
応
用
、
東
洋
医
療
、
イ
ギ
リ
ス
医
療
そ
し
て
祈
り
が
述
べ

ら
れ
た
。
今
時
に
説
明
理
解
で
き
な
い
と
排
す
る
は
当
ら
な
い
。

モ
ダ
ン
と
云
う
は
時
代
・
地
域
の
な
か
か
ら
生
れ
て
き
た
。

四
九
二
と
さ
れ
る
ｃ
同
時
代
チ
ョ
ー
サ
ー
は
カ
ン
タ
ベ
リ
物
語

に
云
う
”
一
同
の
中
に
一
人
医
学
博
士
あ
り
…
古
え
の
ヒ
ボ
ク

ラ
テ
ス
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
、
ガ
ー
デ
ス
デ
ン
、

ギ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ン
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
知
れ
り
…
“
。
、
ン
テ

ィ
の
セ
ン
ト
ボ
ー
ル
寺
院
僧
、
エ
ド
ワ
ー
ド
ニ
世
侍
医
で
も

あ
っ
た
。

胃
の
煙
雪
〕
豊
８
印
刷
本
二
四
九
二
）
一
世
紀
後
ハ
ー
ヴ
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エ
イ
（
一
五
七
八
’
一
六
五
七
）
の
時
代
と
な
る
。
ト
マ
ス
・

ウ
ィ
リ
ス
ニ
六
二
一
’
一
六
七
五
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
、
ロ
ン

ド
ン
）
、
ト
マ
ス
・
シ
デ
ナ
ム
ニ
六
二
四
’
一
六
八
九
、
オ
ク

ス
フ
ォ
ド
、
モ
ン
ベ
リ
エ
、
ロ
ン
ド
ン
）
の
臨
床
書
を
ガ
デ
ス

デ
ン
と
あ
わ
せ
て
読
む
。
そ
の
こ
ろ
の
昌
呂
（
）
盲
⑫
○
巳
胃
月
崗

（
一
六
一
六
’
一
六
五
四
、
ロ
ン
ド
ン
）
著
書
、
厚
の
の
○
日
亘
曾
の

函
①
【
ウ
巴
．
弓
す
の
国
邑
喧
尉
宜
勺
一
こ
め
胃
圃
己
．
ン
印
冒
巳
○
四
の
堅

盲
信
①
日
①
昌
旦
ロ
の
⑦
勝
３
．
な
ど
後
世
ま
で
重
宝
さ
れ
た
。
二

十
世
紀
二
人
の
合
衆
国
に
お
け
る
講
演
、
の
巨
さ
ａ
シ
与
巨
言
一

九
○
四
は
厩
且
①
巴
①
Ｐ
Ｑ
言
曾
Ｅ
い
、
⑦
Ｃ
ａ
目
に
、
君
晨
画
日

○
竺
角
一
九
一
三
は
○
こ
き
８
２
に
言
及
し
た
。

十
三
世
紀
ガ
デ
ス
デ
ン
の
こ
ろ
、
ジ
ョ
ン
王
大
憲
章
マ
グ
ナ

カ
ル
タ
一
二
五
二
の
文
言
に
は
今
現
行
法
の
も
の
が
あ
る
・

国
ｇ
昌
号
画
国
自
白
〕
は
ロ
の
Ｆ
①
頤
ご
匡
印
シ
コ
哩
開
一
二
五
六
に

法
を
説
い
た
（
法
の
支
配
）
ｃ
十
四
世
紀
コ
モ
ン
ロ
ー
医
事
法
例

に
は
今
も
生
き
る
も
の
が
あ
る
。
十
六
世
紀
協
会
改
革
は
法
職

医
職
の
改
革
を
よ
ん
だ
。
ハ
ー
ヴ
ェ
ィ
の
交
友
患
者
に
は
有
能

の
人
が
い
た
。
旨
冒
ロ
ｇ
弓
の
二
五
七
二
’
一
六
三
一
、
セ
ン

ト
ポ
ー
ル
寺
院
僧
長
）
は
解
剖
講
義
に
参
列
、
受
診
し
た
。
そ

の
説
教
は
、
詩
と
と
も
に
今
も
生
き
る
「
ｚ
ｏ
日
四
国
易
四
二

厘
曽
己
…
」
、
医
へ
の
言
及
が
少
く
な
い
「
老
者
は
若
者
よ
り
す

ば
ら
し
い
…
」
。

二
十
世
紀
へ
ル
ス
サ
ー
ビ
ス
一
九
四
六
（
医
療
費
の
支
払
能

力
は
問
わ
な
い
）
に
中
世
ガ
デ
ス
デ
ン
の
祈
り
、
近
世
初
頭
セ

ン
ト
ボ
ー
ル
寺
院
の
祈
り
が
法
制
化
を
み
た
。
ハ
ー
ヴ
ェ
ィ
は

凶
『
ロ
ュ
乏
四
ａ
○
○
斎
コ
モ
ン
ロ
ー
権
利
請
願
一
六
二
八
の
社
会

に
生
き
た
。
今
へ
ル
ス
サ
ー
ビ
ス
半
世
紀
、
患
者
権
利
憲
章

（
一
九
九
○
年
代
）
は
そ
の
具
現
を
め
ざ
す
。


